
地方税法附則第１５条第４１項

地方税法附則第６２条
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　注 １．この申請書は「課税標準の特例」が適用される資産を新たに取得された場合に、償却資産申告書と共に添付書類と合わせて１月末日までに提出してください。

２．申請書の控えが必要な場合には、申請書を２部（控え用は複写可）提出してください。（郵送の場合は返信用封筒を同封してください。）

　　・　・　　

　　・　・　　

　　・　・　　

　下記の資産につき、課税標
準の特例を適用してくださる
よう関係書類を添えて申請い
たします。

行 種類

個人番号または法人番号

　　・　・　　

当　該　資　産　に　つ　い　て

資　産　の　名　称
取得年月日

取　得　価　格数量 備　考形 式 及 び 仕 様

資 産 の 所 在 地
（税務課で

記入）
適用期間 令和    年度より令和   年度まで（課税標準の特例に該当する

資産の設置場所）

特例の可否 可　　・　　否

事業用家屋にかかる課税標準の特例適用申請書（生産性向上特別措置法）

所 有 者 の 住 所
特例規定

受　付　印 （法人にあっては主たる事業
所又は事業所の所在地） 設置先端設備の購入契約書(写)

先端設備等導入計画に係る認定申請書・計画書（写）

家屋見取り図(写)

令和　　 年　　 月　　 日

添付書類

所 有 者 の 氏 名
又 は 名 称

その他関係書類

処理事項

調査年月日

瑞　穂　市　長
㊞

特例適用項目

特 例 率

種　　類　　別　　明　　細　　書　　の　　事　　項

　　・　・　　


